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租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とした

租税特別措置等の名称 

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置の延

長 

2 対象税目 （国税６・地方税９（自動連動）） 

（所得税：外、法人税：義、個人住民税：外、法人住民税：義、法人事業税：義） 

【新設・拡充・延長】 

3 租税特別措置等の内容 【要望事項】 

適用期限を２年延長する。 

 

【制度概要】 

従業員 1,000 人以下の中小企業者等が取得価額 30 万円未満の減価償却資

産を取得した場合、当該減価償却資産の年間の取得価額の合計額 300 万円

を限度に、全額損金算入できる制度。 

 

《関係条項》 

所得税 
（租税特別措置法第 28 条の２、租税特別措置法施行令第 18 条の５） 
法人税 

（租税特別措置法第 67 条の５、第 68 条の 102 の２、租税特別措置法

施行令第 39 条の 28、第 39 条の 124） 

4 担当部局 総務省情報流通行政局情報流通振興課 

5 評価実施時期及び分析

対象期間 

評価実施時期：平成 29 年８月 分析対象期間： 平成 26 年度～31 年度 

6 租税特別措置等の創設

年度及び改正経緯 

平成 15 年度 創設 

平成 18 年度 損金算入額の上限を年間 300 万円とした上で２年間の延長 

（平成 20 年３月末まで） 

平成 20 年度 ２年間の延長（平成 22 年３月末まで） 

平成 22 年度 ２年間の延長（平成 24 年３月末まで） 

平成 24 年度 ２年間の延長（平成 26 年３月末まで） 

平成 26 年度 ２年間の延長（平成 28 年３月末まで） 

平成 28 年度 従業員 1,000 人以下の事業者に限定し、２年間の延長 

（平成 30 年３月末まで） 

7 適用又は延長期間 平成 30 年４月１日から平成 32 年３月 31 日まで（２年間） 

8 必要性

等 

① 政策目的

及びその

根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

中小企業は我が国雇用の７割を支え、地域活性化の中心的役割を担う重要

な存在である。平成 30 年 10 月には消費税率の再引上げ及び軽減税率の導

入が予定されている中で、中小企業の事務負担の軽減を図るとともに、事務

効率の向上等に資する設備投資を促進させることで、中小企業の活力向上を

図る。 

《政策目的の根拠》 

中小企業基本法において「中小企業に関する施策を総合的に推進すること」、

「経営資源の確保が特に困難であることが多い小規模企業者の事情を踏ま

え、小規模企業の経営の発達及び改善に努めるとともに、金融、税制、情報の

提供その他の事項について、小規模企業の経営の状況に応じ、必要な配慮を



 

2 
 

払うこと」とされている。 

② 政策体系

における

政策目的

の位置付

け 

 

Ⅴ．情報通信（ICT 政策） 

２．情報通信技術高度利活用の推進 

③ 達成目標

及びその

実現によ

る寄与 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

中小企業全体の事務処理能力・事業効率の向上が図られたと判断される指

標として、特に経理人員が少ない小規模企業（従業員数 20人未満の企業での

経理人員は 1.1 人と、中小企業全体平均を下回ることから従業員数 20 人未満

の企業を小規模企業とする。）をメルクマールとする。 

個人事業主に関しては、従業員数 20 名未満の個人事業主におけるパソコ

ン利用割合 5 割への到達について、延長適用期間（平成３１年度末まで）での

達成を目指す。 

また、法人に関しては、中小企業庁のアンケート調査での従業員数 20 名未満

の法人におけるパソコン利用割合が、20 名以上の法人の水準である 9 割への

到達について、延長適用期間（平成３１年度末まで）での達成を目指す。 

 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

個人事業主：「個人企業経済調査」（総務省）での従業員 20 名未満の事業者

におけるパソコン利用割合 

法    人：中小企業庁が実施するアンケート調査での従業員数 20 名未満の

企業におけるパソコンの利用割合 

《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

中小企業、とりわけ規模の小さな企業では、資金調達環境が厳しく、新規顧

客の開拓も困難な一方で、経理担当の人員が少なく適切な経営状況の把握も

ままならない状況にあり、効率的に事務を行うことが必要となっている。 

本措置により、減価償却資産管理などの納税事務負担の軽減を図るととも

に、パソコン等事務の効率化に資する設備投資が促進されることにより、経理

担当人員が少ない中小企業でも、必要な時期に、より正確な経営状況の把握

を可能とし、事業見通しの分析や財務諸表の信用力を向上させることによっ

て、資金調達環境の改善や新規顧客の開拓に寄与し、中小企業の活力向上

が図られる。 

9 有効性

等 

① 適用数等 【適用社数】 

平成 26 年度：504,568 社 

平成 27 年度：489,992 社 

平成 28 年度：506,652 社 

平成 29 年度：524,878 社 

平成 30 年度：541,690 社 

平成 31 年度：560,107 社 

 

【適用総額】 

平成 26 年度：2,851 億円 

平成 27 年度：2,768 億円 

平成 28 年度：2,862 億円 

平成 29 年度：2,951 億円 

平成 30 年度：3,060 億円 
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平成 31 年度：3,164 億円 

 

【本措置の利用業種】（平成 27 年度） 

業種 建設業 製造業 
運輸通信公

益事業 
卸売業 小売業 

割合（％） 18.2  14.9  3.5 8.0 9.4 

業種 不動産業 料理飲食旅館業 サービス業 その他 

割合（％） 7.7 4.7 28.8 1.6 

出典：「租税特別措置の適用実態の調査に関する報告書」 

※平成 28 年度以降の適用社数、適用総額については、3.4％（平成 25 年度～

平成 27 年度までの適用者数の平均増加率）ずつ増加していくものと推定。 

 

② 減収額 （単位：億円） 

 法人税 法人住民税 法人事業税 

平成 26 年度 273 35 110 

平成 27 年度 265 34 106 

平成 28 年度 274 35 112 

平成 29 年度 283 37 116 

平成 30 年度 293 38 121 

平成 31 年度 303 39 122 

出典：「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書を基に試算し

た減収額（実績推計）」 

    ※平成 28 年度以降については、3.4％（平成 25 年度～27 年度までの適

用者数の平均増加率）ずつ増加していくものと推定。 

③ 効果・税収

減是認効

果 

《効果》 

中小企業におけるパソコン利用状況は、本制度創設時と比べて一定の改善

が見られる（※）。しかし、中小企業は、消費税率の引上げや円安による輸入

価格上昇の影響等、業績見通しが立てにくい中で、全体として設備投資が抑

制される傾向にあることから、目標達成には至っていない。 

 なお、中小企業庁が行ったアンケート調査によれば、本措置を利用した中小

企業のうち、約半数がパソコンを取得している。また、情報機器や事務処理ソ

フトウェア等の関連設備も含めれば、本措置を利用した中小企業の約７割が、

直接・間接部門における事業効率向上につながる設備を導入している。 

※中小企業全体におけるパソコン利用割合の状況 

個人事業主：平成 28 年：31.6％（対前々年比 ＋0.4 ポイント） 

法   人：平成 29 年：84.7％（対前々年比＋1.7 ポイント） 

（出典） 

個人事業主：「個人企業経済調査」（総務省） 

法    人：「中小企業アンケート調査」（中小企業庁） 

《税収減を是認するような効果の有無》 

減収額と達成目標の実現状況との対比 

年度 減収額 

（億円） 

個人事業主 

（従業員数 20 名未満の 

事業者におけるパソコン 

の利用割合）（％） 

法人 

（従業員数 20 名未満の

企業におけるパソコン

の利用割合）（％） 

20 520 28.5 75.1 
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22 164 27.6 64.9 

24 242 30.8 70.0 

27 265 33.0 83.0 

29 303 31.6 84.7 

本措置により、従業員 20 名未満の法人、個人事業主のパソコン利用割合

はともに上昇傾向にあり、中小企業において事務負担軽減、事業効率の向上

等が図られた結果、労働生産性が向上し、中小企業全体の労働生産性を向

上させることが定量的に確認できる。 

 

・回帰分析による定量分析 

少額特例利用額が 1％増加すると、労働生産性が 0.11％（※）増加する。 

 

（※）「中小企業税制に関するアンケート調査」（中小企業庁）の本特例措置利

用データから重回帰分析。 

 

LN(労働生産性（売上高／従業員数））＝3.89＋0.11LN（資本ストック/従業員

数）＋0.11LN（少額特例利用額／従業員数）＋0.22D（建設業）＋0.03D（製造

業）－0.08D（情報通信業）－0.07D（運輸業）＋0.45D（卸売・小売業）＋0.37D

（不動産業）－0.12D（飲食業）－0.15（宿泊業）－0.41D（教育・学習支援業）－

0.08D（その他サービス業） 

 

（備考）補正Ｒ2＝0.32 

 

10 相当性 ① 租税特別

措置等に

よるべき

妥当性等 

本措置は、減価償却資産管理などの納税事務負担の軽減、事務の効率化に

よる中小企業の活力向上を目的としている。補助金では、事務の効率化を図

るパソコン等設備の導入には寄与すると考えられるが、圧縮記帳の導入や償

却資産の管理などの面で、事務負担は増加することとなり、目的は達し得な

い。そのため、本措置は租税特別措置によるべき措置である。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

分担 

 

中小企業の納税事務負担の軽減を図るための他の支援措置はない。 

 

 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

中小企業は、我が国雇用の７割を支え、地域活性化の中心的な役割を担って

いる。本措置により、そうした中小企業の納税事務負担の軽減、事務効率の

向上を図ることは、地方経済にとっても有益であり、地方公共団体が協力する

ことには相当性が認められる。 

11 有識者の見解  

－ 

 

12 前回の事前評価又は事

後評価の実施時期 

平成 27 年８月 

 

 



 

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例措置の延長 

（要望の措置の適用見込み積算資料） 

 

１．法人 

（１）「租税特別措置の適用実態調査の結果に関する報告書」（以下、「適用実態調査」）の

情報がある平成 25年度から平成 27年度までの適用社数から、平均伸び率を算出。 

    平成 25 年度 459,729件 

    平成 26 年度 504,568件（前年度比  9.8％） 

    平成 27 年度 489,992件（前年度比 -2.9％）  平均 3.4％ 

 

（２）「適用実態調査」の平成 27 年度実績に、（１）で算出した平均伸び率を掛け、平成 26

年度以降の適用社数を推計。 

    平成 28 年度 506,652社（489,992×1.034） 

    平成 29 年度 523,878社（506,652×1.034） 

    平成 30 年度 541,690社（523,878×1.034） 

    平成 31 年度 560,107社（541,690×1.034） 

 

２．個人 

（１）「中小企業実態基本調査」の平成 27年度実績に、１．（１）で算出した伸び率を掛け、

平成 28 年度以降の適用者数を推計。 

    平成 26 年度 58,653者 

平成 27 年度 51,714者 

    平成 28 年度 53,472者（51,714×1.034） 

平成 29 年度 55,290者（53,472×1.034） 

平成 30 年度 57,170者（55,290×1.034） 

平成 31 年度 59,114者（57,170×1.034） 
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３．地方法人二税の減収見込み額 

（１）法人住民税 

  29,300百万円（※１） × 12.9％（法人住民税率） 

 ＝ 3,780 百万円 

 

  （※１）平成 30 年度の国税減収見込額 

平成 27 年度の減収額（265億円）から、3.4％（平成 25年度から平成 27年度

までの適用社数の平均伸び率）ずつ増加するものと推計 

 

（２）法人事業税の減収額 

  ①法人事業税所得割の減収額 

    126,293 百万円（※２） × 6.7％（外形外法人の税率） ＝ 8,462百万円 

     

（※２）29,3百万円 ÷ 23.2％（法人税率） 

   

②地方法人特別税の減収額 

     8,462百万円 × 43.2％（外形外法人の税率） ＝ 3,655 百万円 

 

（３）合計 

  3,780百万円 ＋ 8,462百万円 ＋ 3,655百万円 ＝ 15,897百万円 

 

３０－１２ 
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